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要
配
慮
者
利
用
施
設
の
開
設
時
、定

期
の
指
導
監
査
時
に
お
け
る
災
害
計
画
点
検
の
ル
－
ル
化

•
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
災
害
計
画
に
水
害
・土
砂
災
害
等
へ
の
対
応
・取
組
が
適
切
に
記
載
され
て
い
る
こと
を
、開

設
時
、定

期
の
指
導
監
査
に
お
い
て
確
認
す
る
こと
を
都
道
府
県
等
へ
周
知

•
水
害
・土
砂
災
害
の
リス
クが
高
い
区
域
に
お
け
る
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
災
害
計
画
作
成
の
徹
底

•
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
災
害
計
画
の
点
検
（
そ
の
た
め
の
マ
ニ
ュア
ル
の
作
成
）


要
配
慮
者
利
用
施
設
の
災
害
計
画
作
成
や
訓
練
実
施
に
つ
い
て
、全

国
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
参
考
とな
る
よ
う、
関
係
省
庁
が
連
携
し、
現
場
に
お
い
て
具
体
的
な
取
組
を
実
施


市
町
村
が
適
時
的
確
に
避
難
勧
告
等
を
発
令
す
る
体
制
づ
くり
の
徹
底

•
地
域
の
災
害
リス
クに
応
じた
避
難
勧
告
等
の
発
令
基
準
等
とな
って
い
る
か
に
つ
い
て
、河

川
管
理
者
や
気
象
台
の
助
言
等
を
も
とに
点
検
（
市
町
村
に
よ
る
自
己
点
検
、都

道
府
県
等
に
よ
る
点
検
）

•
災
害
時
に
お
い
て
優
先
す
べ
き
業
務
とそ
の
優
先
順
位
が
明
確
化
され
て
い
る
か
、全

庁
的
な
対
応
体
制
とな
って
い
る
か
等
、市

町
村
の
防
災
体
制
を
点
検
（
同
上
）

•
専
門
知
識
や
助
言
を
得
られ
る
体
制
の
構
築
（
河
川
管
理
者
や
気
象
台
の
職
員
、そ
の
経
験
者
、防

災
知
識
が
豊
富
な
専
門
家
等
か
らの
助
言
、研

修
へ
の
参
加
）

•
市
町
村
地
域
防
災
計
画
の
修
正
の
際
に
、上

記
に
つ
い
て
反
映
が
な
され
て
い
る
か
、都

道
府
県
が
確
認


実
務
面
で
の
運
用
を
考
慮
した
上
で
、災

害
時
の
適
切
な
行
動
に
繋
が
る
よ
うな
避
難
準
備
情
報
の
在
り方

の
検
討


避
難
勧
告
等
を
発
令
す
る
際
に
市
町
村
は
必
ず
住
民
が
とる
べ
き
避
難
行
動
を
あ
わ
せ
て
伝
達
す
る
こと
の
徹
底


機
器
や
シ
ス
テ
ム
等
に
予
期
せ
ぬ
トラ
ブ
ル
等
が
あ
る
こと
も
想
定
し、
可
能
な
限
り多

様
な
手
段
で
の
情
報
伝
達


浸
水
想
定
や
河
川
水
位
等
の
水
害
危
険
性
の
周
知
の
促
進
や
、そ
の
た
め
の
技
術
開
発
の
継
続
的
な
実
施
及
び

簡
易
な
方
法
で
の
水
位
計
測
や
流
域
雨
量
指
数
の
活
用
検
討

各
主
体
が
実
行
で
き
る
よ
うに
、使
い
勝
手
の
良
い
手
引
き
等
の
作
成
と普

及


避
難
勧
告
等
の
判
断
・伝
達
マ
ニ
ュア
ル
作
成
ガ
イド
ライ
ン
を
は
じめ
各
種
マ
ニ
ュア
ル
の
充
実
と研

修
や
訓
練
等
に
よ
る

定
着


わ
か
りや
す
い
ダイ
ジ
ェス
ト版

、点
検
等
に
使
用
す
る
チ
ェッ
クリ
ス
ト、
い
つ
も
目
に
とま
る
よ
うに
壁
貼
版
の
作
成
と普

及


避
難
対
策
・防
災
体
制
の
優
良
事
例
の
共
有


自
分
の
身
は
自
分
で
守
れ
る
よ
うに
す
る
た
め
、平

時
か
らの
災
害
リス
ク情

報
の
周
知
や
防
災
教
育
、避

難
訓
練
等
に
よ

る
、住

民
や
施
設
管
理
者
へ
の
防
災
意
識
を
高
め
る
た
め
の
取
組
の
推
進

制
度
に
組
み
込
む
等
に
よ
り実
効
性
を
高
め
る

い
ざ
とい
う時

に
確
実
な
行
動
に
繋
が
る
取
組
の
充
実

平
成

28
年

台
風

第
10

号
災

害
を
踏

ま
え
た
課

題
と
対

策
の

在
り
方

（
報

告
）

概
要

版


ガ
イド
ライ
ン
の
本
文
に
、主

に
以
下
の
内
容
を
追
記

１
．
避
難
勧
告
等
を
受
け
取
る
立
場
に
た
った
情
報
提
供
の
在
り方

に
つ
い
て

•
避
難
勧
告
等
を
発
令
す
る
際
に
は
、そ
の
対
象
者
を
明
確
に
す
る
とと
も
に
、対

象
者
ご
とに
とる
べ
き
避
難
行
動
が
わ
か
る
よ
うに
伝
達
す
る
こと

•
近
年
の
被
災
実
績
に
捉
わ
れ
ず
、こ
れ
ま
で
に
な
い
災
害
リス
クに
も
対
応
で
き
る
よ
うに
、平

時
か
ら住

民
等
に
対
して
そ
の
土
地
の
災
害
リス
ク情

報
や
、災

害
時
に
とる
べ
き
避
難
行
動
に
つ
い
て
周
知
す
る
こと

•
地
域
で
の
声
か
け
、川

の
映
像
情
報
等
、住

民
の
避
難
を
促
す
た
め
の
情
報
提
供
を
す
る
こと

２
．
要
配
慮
者
の
避
難
の
実
効
性
を
高
め
る
方
法
に
つ
い
て

•
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
災
害
計
画
は
自
然
災
害
か
らの
避
難
も
対
象
とな
って
い
る
こと
を
認
識
し、
必
ず
そ
れ
を
盛
り込

ん
だ
計
画
とす
る
こと

•
上
記
計
画
は
、災

害
リス
ク情

報
の
有
無
に
関
わ
らず
作
成
す
る
こと
に
な
って
い
る
が
、浸

水
想
定
区
域
図
等
、よ
り具

体
的
な
リス
ク情

報
が
提
供
され
て
い
る
場
合
に
は
、こ
れ
を
活
用
した
実
効
性
の
あ
る
災
害
計
画
とす
る
こと

•
災
害
計
画
の
実
効
性
の
確
保
や
、避

難
訓
練
の
確
実
な
実
施
の
た
め
、そ
れ
らの
具
体
的
な
内
容
を
定
期
的
に
確
認
す
る
こと

３
．
躊
躇
な
く避
難
勧
告
等
を
発
令
す
る
た
め
の
市
町
村
の
体
制
構
築
に
つ
い
て

•
災
害
時
の
応
急
対
応
に
万
全
を
期
す
た
め
、災

害
時
に
お
い
て
優
先
す
べ
き
業
務
とそ
の
優
先
順
位
を
平
時
か
ら明

確
化
して
お
くこ
と。

•
全
庁
を
あ
げ
て
災
害
時
の
業
務
を
役
割
分
担
す
る
体
制
や
、発

令
に
直
結
す
る
情
報
を
首
長
が
確
実
に
把
握
で
き
る
よ
うな
体
制
を
構
築
す
る
こと

•
い
ざ
とい
う時

に
、河

川
管
理
者
や
気
象
台
の
職
員
、そ
の
経
験
者
、防

災
知
識
が
豊
富
な
専
門
家
等
の
知
見
を
活
用
で
き
る
よ
うな
防
災
体
制
を
平
常
時
か
ら構

築
して
お
くこ
と

•
い
ざ
とい
う時

の
伝
達
手
段
の
充
実
を
図
る
こと


上
記
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
た
め
の
チ
ェッ
クリ
ス
トや
簡
易
パ
ン
フレ
ット
（
雛
形
）
の
挿
入


上
記
に
関
す
る
避
難
対
策
・防
災
体
制
の
優
良
事
例
の
共
有


「水
害
時
に
お
け
る
避
難
・応
急
対
策
の
今
後
の
在
り方

に
つ
い
て
（
報
告
）
」（
平
成

28
年

3月
）
で
提
言
され
た
対
策
に
つ
い
て
も
、ガ
イド
ライ
ン
に
反
映

例
１

. た
とえ
指
定
緊
急
避
難
場
所
が
未
開
設
で
あ
った
とし
て
も
、あ
る
い
は
外
出
が
危
険
な
状
況
で
あ
って
も
、災

害
が
切
迫
した
状
況
で
あ
れ
ば
原
則
とし
て
避
難
勧
告
等
は
発
令
し、
屋
内
安
全
確
保
等
の
とる
べ
き
避
難
行
動
の
選
択
肢
を
伝
達
す
る
こと
を
推
奨
（
指
定
緊
急

避
難
場
所
の
迅
速
な
開
設
の
た
め
避
難
所
開
設
費
用
保
険
等
の
活
用
）

例
２

. 地
域
の
安
全
は
地
域
で
守
る
とい
う意

識
の
下
、地

元
市
町
村
に
お
け
る
避
難
勧
告
等
の
発
令
タイ
ミン
グ
や
指
定
緊
急
避
難
場
所
・避
難
経
路
等
を
理
解
し、
地
域
住
民
が
主
体
的
に
自
らの
地
域
の
災
害
計
画
を
立
案
す
る
こと
を
推
奨

台
風
第

10
号
に
よ
る
岩
泉
町
被
災
の
教
訓
を
踏
ま
え
、地
域
の
防
災
力
を
総
合
的
に
高
め
る
た
め
、大
き
く以
下
の
３
点
で
対
応

市
町
村
が
避
難
勧
告
等
の
判
断
・伝
達
を
検
討
す
る
に
あ
た
って
考
え
て
お
くべ
き
事
項
に
つ
い
て
、ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
記
載
の
充
実

平
成

２
８
年

１
２
月

避
難

勧
告
等
の
判
断
・
伝
達
マ
ニ
ュ
ア
ル

作
成

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
す
る
検
討
会

台
風
第

10
号
に
よ
る
岩
泉
町
で
の
被
災
の
教
訓
を
踏
ま
え
、「
避
難
勧
告
等
を
受
け
取
る
立
場
に
た
った
情
報
提
供
の
在
り方

」、
「要
配
慮
者
の
避
難
の
実
効
性
を
高
め
る
方
法
」、
「躊
躇
な
く避
難
勧

告
等
を
発
令
す
る
た
め
の
体
制
」 に
つ
い
て
課
題
と対

策
の
在
り方

を
検
討
した
。今

後
は
、そ
れ
らに
つ
い
て
、避
難
勧
告
等
の
判
断
・伝
達
マ
ニ
ュア
ル
作
成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
記
載
の
充
実
を
図
る
とと
も
に
、

地
域
の
防
災
力
を
総
合
的
に
高
め
、迅
速
か
つ
確
実
な
避
難
行
動
が
とれ
る
よ
うに
す
る
た
め
の
取
組
を
、各

主
体
が
連
携
して
推
進
して
い
く必
要
が
あ
る
。





避
難

情
報

の
新

た
な
名

称
と
伝

え
方

の
イ
メ
ー
ジ

以
下

①
～

③
の

点
を
考

慮
①
で
き
る
だ
け
短
く

②
「
避
難
準
備
」
と
い
う
言

葉
は

残
し
つ
つ

③
情
報
が
持
つ
意
味

を
名

称
に
付

記

新
た
な
名

称

避
難

準
備

・
高

齢
者

等
避

難
開

始

避
難

指
示

（
緊

急
）

避
難

勧
告

〇
△
市
洪
水
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

避
難

準
備

・
高
齢
者

等
避
難

開
始

避
難

指
示

（
緊

急
）

避
難

勧
告

避
難
情
報
の
種
類

と
る
べ
き
避
難
行
動

次
に
該
当
す
る
方
は
、
避
難
を
開
始
し
て
下
さ
い

・
お
年
寄
り
の
方
、
体
の
不
自
由
な
方
、
小
さ
な
子
供
が
い
ら

っ
し
ゃ
る
方
な
ど
、
避
難
に
時
間
の
か
か
る
方
と
、
そ
の
避

難
を
支
援
す
る
方

・
○
○
川
沿
い
に
お
住
ま
い
の
方
（
※
）

な
お
、
避
難
場
所
へ
の
避
難
が
困
難
な
場
合
は
、
近
く
の
安
全
な

場
所
に
避
難
し
て
下
さ
い
。

そ
れ
以
外
の
方
に
つ
い
て
は
、
気
象
情
報
に
注
意
し
、
危
険
だ
と

思
っ
た
ら
早
め
に
避
難
を
し
て
く
だ
さ
い
。

速
や
か
に
避
難
を
開
始
し
て
く
だ
さ
い
。
外
が
危
険
な
場
合
は
、

屋
内
の
高
い
と
こ
ろ
に
避
難
し
て
下
さ
い
。

緊
急
に
避
難
し
て
下
さ
い
。

外
が
危
険
な
場
合
は
、
屋
内
の
高
い
と
こ
ろ
に
緊
急
に
避
難
し
て

下
さ
い
。

記
載

の
イ
メ
ー
ジ
（
ハ

ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の

例
）

（
※

）
急

激
に
水

位
が

上
昇
す
る
等
、
早
め
の
避
難
が
必
要
と
な
る
地
区
が
あ
る
場
合
に
記
載

避
難

準
備

情
報

避
難

指
示

避
難

勧
告

（
変

更
前

）

（
変

更
後

）



発
令

時
の

イ
メ
ー
ジ
（
防

災
行

政
無

線
、
テ
レ
ビ
、
緊

急
速

報
メ
ー
ル

の
例

）

避
難

準
備
・高

齢
者

等
避
難

開
始

避
難

準
備
・
高
齢
者
等
避
難
開
始

○
○
地
区
に
「
避
難
準
備
・
高
齢
者
等
避
難
開
始
」
が
発
令
さ
れ
ま
し
た
。

○
○
川
が
氾
濫
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
水
位
に
近
づ
い
て
お
り
ま
す
。
お
年

寄
り
の
方
、
体
の
不

自
由
な
方
、
小
さ
な
子
供
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
な
ど
、

避
難
に
時
間
の
か

か
る
方
と
、
そ
の
避
難
を
支
援
す
る
方
は
、
避
難
を
開

始
し
て
下
さ
い
。
な
お
、
避
難
場
所
へ
の
避
難
が
困
難
な
場
合
は
、
近
く

の
安
全
な
場
所
に
避
難
し
て
下
さ
い
。

そ
れ
以
外
の
方
に
つ
い
て
は
、
危
険
だ
と
思
っ
た
ら
早
め
に
避
難
を
し
て
く

だ
さ
い
。

（
●
●
町
防
災
課
）

避
難
準
備
・
高
齢
者
等
避
難
開
始

○
○
地
区
に
「
避
難
準
備
・
高
齢
者
等
避
難
開
始
」
が
発
令
さ
れ
ま
し
た
。
○
○
川
が
氾
濫
す
る
お
そ
れ

の
あ
る
水
位
に
近
づ
い
て
お
り
ま
す
。
次
に
該
当
す
る
方
は
、
避
難
を
開
始
し
て
下
さ
い
。


お
年
寄
り
の
方
、
体
の
不
自
由
な
方
、
小
さ
な
子
供
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
な
ど
、
避
難
に
時
間
の
か

か
る
方
と
、
そ
の
避
難
を
支
援
す
る
方


川
沿
い
に
お
住
ま
い
の
方
（
急
激
に
水
位
が
上
昇
す
る
等
、
早
め
の
避
難
が
必
要
と
な
る
地
区
が
あ

る
場
合
に
言
及
）

以
上
の
方
は
、
避
難
を
開
始
し
て
下
さ
い
。
な
お
、
避
難
場
所
へ
の
避
難
が
困
難
な
場
合
は
、
近
く
の
安

全
な
場
所
に
避
難
し
て
下
さ
い
。

そ
れ
以
外
の
方
に
つ
い
て
は
、
気
象
情
報
に
注
意
し
、
危
険
だ
と
思
っ
た
ら
早
め
に
避
難
を
し
て
く
だ
さ

い
。

避
難
勧
告

○
○
地
区
に
「
避
難
勧
告
」
が
発
令
さ
れ
ま
し
た
。
○
○
川
が
氾
濫
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
水
位
に
到
達
し

ま
し
た
。
速
や
か
に
避
難
を
開
始
し
て
く
だ
さ
い
。
外
が
危
険
な
場
合
は
、
屋
内
の
高
い
と
こ
ろ
に
避
難

し
て
下
さ
い
。

避
難
指
示
（
緊
急
）

○
○
地
区
に
「
避
難
指
示
」
が
発
令
さ
れ
ま
し
た
。
○
○
川
の
水
位
が
堤
防
を
越
え
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま

す
。
未
だ
避
難
し
て
い
な
い
方
は
、
緊
急
に
避
難
し
て
下
さ
い
。
外
が
危
険
な
場
合
は
、
屋
内
の
高
い
と

こ
ろ
に
緊
急
に
避
難
し
て
下
さ
い
。

○
○
地
区
に
「
避
難
勧
告
」
が
発
令
さ
れ
ま
し
た
。
○
○
川
が
氾
濫
す
る

お
そ
れ
の
あ
る
水

位
に
到
達
し
ま
し
た
。
速
や
か
に
避
難
を
開
始
し
て
く

だ
さ
い
。
外
が
危
険

な
場
合
は
、
屋
内
の
高
い
と
こ
ろ
に
避
難
し
て
下
さ

い
。

（
●
●
町
防
災
課
）

○
○
地
区
に
「
避
難
指
示
（
緊
急
）
」
が
発
令
さ
れ
ま
し
た
。
○
○
川
の
水

位
が
堤
防
を
越
え
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
未
だ
避
難
し
て
い
な
い
方
は

、
緊
急
に
避
難
し
て
下
さ
い
。
外
が
危
険
な
場
合
は
、
屋
内
の
高
い
と
こ

ろ
に
緊
急
に
避
難
し
て
下

さ
い
。

（
●
●
町
防
災
課
）

避
難

指
示
（
緊
急
）

防
災

行
政

無
線

に
よ
る

伝
達

文
の

イ
メ
ー
ジ

テ
レ
ビ
に
よ
る
伝

達
の

イ
メ
ー
ジ

緊
急

速
報
メ
ー
ル
に
よ
る
伝
達
の
イ
メ
ー
ジ

避
難

勧
告

避
難

情
報

の
新

た
な
名

称
と
伝

え
方

の
イ
メ
ー
ジ

※
携
帯
電
話
会
社
に
よ
っ
て

20
0文

字
以
内
の
制
限
が
あ
る
場
合
が
あ
る

※
１
２
月
２
６
日
（
月
）
手
交
式
後
解
禁

（
新

聞
は
平
成

28
年

12
月

27
日
（
火
）付

け
の
朝
刊
か
ら
解
禁
）

【
注

意
】
内
容
に
つ
い
て
公
表
ま
で
に
変
更
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
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